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ご挨拶 
 

弊社のエコアクション活動も 3 年目を迎えました。これからも私たちはさらなる成果を

追及してまいります。これまでに省エネルギー意識の向上や効率的な設備管理、LED 照明

の導入などに取り組んできました。今後は一部の配電盤へのインバーター制御導入等も、持

続可能な経営を確保しながら実現していきたいと思っています。来期以降も光熱費、燃料費

等の削減に努めていく所存です。 

 

また、資源再循環の観点から、新たな市場開拓にも力を注いできました。現在の主力市場

に加えて、国内外の需要に応えるため、新たな販路の開拓やマーケティング戦略の見直しも

行っています。お客様のニーズに合わせた製品開発（国内向け製品の一部のペレット化）や、

製品のさらなる増産体制確立（篩い装置等の改良）に着手し、ニーズに合わせた製品開発や

マーケティング、ターゲティングを行うことで新しいビジネスチャンスを創出していきた

いと思います。 

 

私たちは、環境貢献と経済的な持続可能性の両立を追及し、今後もより良い未来を築くた

めの努力を惜しみません。 

 

引き続きエコアクション 21 の活動を推進し、より多くの方々に環境にやさしい製品を提

供するために邁進してまいります。    

代表 植村 浩太郎 

 



３ 

 

環境経営理念 
広島堆肥プラント株式会社は、自然環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであるこ

とを常に認識してその保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を行うことを基本理

念とします。 

当社が食品産業廃棄物の収集運搬及び有機肥料の製造販売を事業活動の主業務としている

ことを踏まえて以下の環境経営方針を定め、食品産業廃棄物のリサイクルの推進と循環型

社会の構築に貢献します。 

 

 

環境経営方針 
1. 当社の事業活動における環境負荷を明確にし、経済動向を踏まえながら環境経営の継

続的改善を推進し、環境負荷の低減に努めます。 

 

2. 以下の項目を重点管理項目として環境保全に有効な業務改善を実施します。 

✓ 二酸化炭素排出量の削減に努める。 

✓ 自社の廃棄物の削減や受託廃棄物の再資源化に努める。 

✓ 水使用の現状を把握し、水使用量の削減に努める。 

✓ 製造する堆肥の品質を均一に保ち、周辺地域および堆肥が使用される農地の環境

配慮を徹底する。 

 

3. 環境関連法規制等の遵守を誓約します。 

 

4. 地域とのコミュニケーションを図り環境保全を推進します。 

 

5. 環境にやさしい有機肥料の製造と、販売を推進します。 

 

 

この環境経営方針は全社員に周知します。 

 

 

策定日：令和 2 年 4 月 20 日 

代表 植村 浩太郎 
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会社概要 

I. 名称及び代表者名 

 広島堆肥プラント株式会社 

 代表取締役社長 植村 浩太郎 

 

II. 所在地 

 本社・中間処理工場   広島県廿日市市浅原甲 962-2 

 

III. 環境管理責任者（担当連絡先） 

 製品部主任 吉村 慎吾    TEL  : 0829-72-2410 

 E-Mail : yoshimura@htaihiplant.jp 

 

IV. 事業内容 

① 産業廃棄物収集運搬業 

② 産業廃棄物中間処理業 

③ 肥料の販売 

 

V. 法人設立年月日 

 平成 6 年 4 月 15 日 

 

VI. 資本金 

 1,000 万円 
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VII. 事業規模(30 期_2022 年度 実績) 

 売上高   ： 23,169 万円 

 廃棄物収集運搬料 ： 17,436 t 

 

 本社（事務所） 中間処理工場 収集運搬 計 

従業員数 4 名＋1 名（臨時） 6 名＋1 名（臨時） 4 名＋2 名（臨時） 18 名 

延べ床面積 103 ㎡ 7,500 ㎡   

 

VIII. 事業年度（会計期間） 

 7 月〜翌年 6 月 
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IX. 実施体制 

 

 

 役割・責任・権限 

代表取締役 ⚫ 企業理念・環境理念・環境経営方針を決定 

⚫ 代表者による経営における課題とチャンスの明確化 

⚫ 環境管理責任者及び各部門責任者の任命 

⚫ 環境経営システムの資源準備 

⚫ システムの評価と見直しを行い、必要な取り組み事項を環境経営責任者に指示 

⚫ 環境経営活動の評価と指摘と是正確認 

⚫ 社内情報の外部公開可否の決定 

環境管理責任者 ⚫ 環境計目標及び環境経営計画を承認 

⚫ 環境経営システム全体の構築 

⚫ 環境経営マニュアルの作成と変更 

⚫ 事務局からの報告内容を確認 

⚫ 環境関連法規の確認・整理 

⚫ 緊急時における対応を指示 

⚫ 環境経営全般の運用を確認 

⚫ 代表取締役への運用状況の報告 

各部門責任者 ⚫ 各部門における教育訓練改革の策定及び実施 

⚫ 環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画を従業員に周知 

⚫ 環境経営目標・計画の実行及び推進状況の把握を行い、事務局へ報告 

⚫ 部署に関する法規制の遵守 
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EA21 事務局 ⚫ 環境への負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施 

⚫ 環境関連法規制登録一覧表の作成 

⚫ 環境経営目標、環境経営活動計画書の作成 

⚫ 教育訓練・目標計画を策定 

⚫ 環境経営レポートの編集 

⚫ 環境経営システムの運用を推進 

⚫ 環境負荷の原因となる活動を特定 

⚫ 文書及び記録を管理 

⚫ 外部からの問い合わせに対応 

⚫ 各部門責任者からの報告を収集し、環境管理責任者へ報告 

全従業員 ⚫ 環境管理責任者、事務局及び当該部門責任者の指示に基づき行動 

 

X. 許可の内容 

イ) 収集運搬業許可 

許可番号 第 03401035312 号 

許可の年月日 令和 3 年 1 月 16 日 

許可の有効期限 令和 8 年 1 月 15 日 

許可品目 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸(有機物に限る)、廃アルカリ(有機物に

限る)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性

残渣、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、

改築又は除去に伴って生じたものを除く)、陶磁器くず、がれき

類及び動物のふん尿(これらのうち廃プリント配線板、廃ブラウ

ン管、鉛畜電池の電極、鉛製の管又は板、廃石膏ボード及び廃容

器包装を含み、自動車等破砕物、判定基準に適合しないもの、石

綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) 

 

ロ) 処分業許可 

許可番号 第 03421035312 号 

許可の年月日 令和 3 年 1 月 16 日 

許可の有効期限 令和 8 年 1 月 15 日 

許可品目 汚泥、廃酸(有機物に限る)、廃アルカリ(有機物に限る)、木くず、

動植物性残渣、動物系固形不要物及び動物のふん尿(これらのう

ち判定基準に適合しないもの、石綿含有産業廃棄物及び特別管理

産業廃棄物であるものを除く) 
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ハ) 普通堆肥 1 号 

登録番号 生第 80450 号 

登録年月日 平成 12 年 10 月 1 日 

登録の有効期限 令和 6 年 9 月 30 日 

肥料の種類 汚泥発酵肥料 

肥料の名称 大地の糧 

 

 

 

 

 

 

ニ) 普通堆肥 2 号 

登録番号 生第 104758 号 

登録年月日 平成 30 年 9 月 10 日 

登録の有効期限 令和 6 年 9 月 9 日 

肥料の種類 汚泥発酵肥料 

肥料の名称 有機入り発酵肥料 2 号 

 

 

 

 

 

 

ホ) 産業廃棄物収集運搬車両 

車種 保存台数 

2ｔダンプ車 1 

3ｔユニック車 1 

4ｔ平ボディ車 2 

6ｔロール車 2 

7ｔロール車 2 

10ｔダンプ車 3 

10ｔバキューム車 1 

合計 12 台 
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ヘ) 中間処理用重機 

車種 保存台数 

フォークリフト 4 

タイヤショベル 4 ㎥  2 

タイヤショベル２㎥  1 

タイヤショベル 1.5 ㎥  1 

合計 8 台 

 

 

ト) 産業廃棄物処分用施設 

中間処理施設の種類 有機性廃棄物資源化施設 

処理する廃棄物の種類 動植物性残渣、有機性汚泥(食品工業汚泥、下水汚泥) 

処理能力 50t/日(8h) 

処理方式 発酵処理式 

 

 

チ) 処理実績（当年度：2022 年 7 月～2023 年 6 月・前年度 2021 年 7 月～2022 年 6 月） 

収集運搬量 17,436  t/年（当年度） 16,871  t/年（前年度） 

中間処理量（再資源化

等） 

17,436  t/年（当年度） 16,871  t/年（前年度） 

再資源化量（中間処理

後・再資源化等） 

3,001  t/年（当年度） 3,988  t/年（前年度） 

 

 

リ) 設備概要 

受入設備 原料保管場： 426 ㎥ 

発酵処理施設 一次発酵場： 2,011 ㎥ 

熟成発酵施設 二次発酵場： 2,622 ㎥ 

袋詰め設備 ホッパー、計量器付き袋詰め機、アームロボット、ラッピン

グ機 
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 （廃棄物の中間処理・堆肥化フロー図） 

 

 

ヌ) 認証・登録の対象組織・活動 

登録組織名：広島堆肥プラント株式会社 

対象事業 ：全事業、全活動(事務、中間処理工場) 

活動   ：産業廃棄物の収集運搬業と中間処理業 

      肥料販売 
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主な環境負荷の過去値 
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中長期目標 
  

　　　2017～2019年平

均値
目標 目標 目標

kWh 652,802 649,538 646,274 643,010

kg-CO2 415,182 413,106 411,030 408,954

対基準
（％）

100 (△0.5％） (△1％） (△1.5％）

Ｌ 8,581 8,495 8,452 8,409

kg-CO2 19,908 19,708 19,609 19,509

対基準
（％）

100 (△１％） (△1.5％） (△2％）

Ｌ 202,418 200,394 199,382 198,370

kg-CO2 522,238 517,017 514,406 511,795

対基準
（％）

100 (△１％） (△1.5％） (△2％）

L 2,765 2,737 2,724 2,710

kg-CO2 6,885 6,816 6,782 6,747

対基準
(％)

100 (△1％) (△1.5％） (△2％）

㎥ 1,223 1,223 1,217 1,210

対基準
（％）

100 実測完了 (△0.5％） (△1％）

kg 451 451 449 446

対基準
（％）

100 実測完了 (△0.5％） (△1％）

kg 7,303 7,230 7,193 7,157

対基準（%） 100 (△1％) (△1.5％） (△2%)

---
地域行事へ

参加する
地域行事へ

参加する
地域行事へ

参加する

回数 --- 1回/年 1回/年 1回/年

--- --- 新規顧客の獲得
国内法人顧客の獲
得

国内法人顧客の獲
得

回数 --- 5件/年 3件/年 3件/年

堆肥の品質管理の
推進

堆肥の品質管理の
推進

堆肥の品質管理の
推進

②有機質肥料の拡販

※電力排出係数は中国電力2018年度調整後排出係数0.636kg-CO2/kWhとする。

---

①一般廃棄物の削減

②産業廃棄物の削減

Ⅳ.コミュニケーションに努める

Ⅴ.環境配慮
①産業廃棄物の中間処理での
堆肥化と、その品質管理により
環境配慮に努める

---

④灯油使用量の削減

Ⅱ.水使用量の削減

Ⅲ.廃棄物排出量の削減

③軽油使用量の削減

②ガソリン使用量の削減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値
2020年度
（28期）

2021年度
（29期）

2022年度
（30期）

①　電力使用量の削減
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施行運用期間中の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 実績 達成度（％） 評価

kg-CO2 964,213 928,813 901,616

対基準
（％）

100 (△1.78%）

kWh 652,802 643,010 676,248

kg-CO2 415,182 408,954 430,094

対基準
（％）

100 （△1.5％）

Ｌ 8,581 567 389

kg-CO2 19,908 1,317 902

対基準
（％）

100 （△2％）

Ｌ 202,418 198,370 180,021

kg-CO2 522,238 511,795 464,454

対基準
（％）

100 （△2％）

L 2,765 2,710 2,476

kg-CO2 6,885 6,747 6,166

対基準
（％）

100 （△2％）

㎥ 1223（2020実測） 1,321 1,415

対基準
（％）

---

kg 451 446 250

対基準
（％）

100 （△1％）

kg 7,303 7,157 2,800

②産業廃棄物の削減
対基準
（％）

100 （△2％）

--- --- 取組み

基準年比 ---

--- --- 取組み

基準年比 ---

--- --- 取組み

基準年比 ---

※使用電力は中国電力の平成30年度の二酸化炭素排出係数0.636ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷを用いて二酸化炭素排出量を算出した。

Ⅴ.環境配慮
①産業廃棄物の中間処理
での堆肥化と、その品質
管理により環境配慮に努
める

雨水、異物の混入防止、温
度管理等に気をつけるなど

に取り組んだ。　三次発酵場
の屋根の一部修理を実施。

*** ○

②有機質肥料の拡販 ベトナム輸出を拡販 *** ○

255.6% ○

Ⅳ.地域コミュニケーション
に努める

浅原交流会館と交流 *** ○

Ⅱ.水使用量の削減 93.4% ×

Ⅲ.廃棄物排出量の削減
178.6% ○

①一般廃棄物の削減

③軽油使用量の削減 110.2% ○

④灯油使用量の削減 109.4% ○

①　電力使用量の削減 95.1% ×

②ガソリン使用量の削減 146.0% ○

Ⅰ. 二酸化炭素

103% ○
　　排出量合計

　　　　　　　　　　　              年　度
　　項　目

基準値
2017年～2019年

試行運用期間における実績

試行運用期間（2022年7月～2023年6月）

1年間の合計
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I. エネルギー使用量の目標と実績の比較グラフ 
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II. 環境経営計画及び取組結果とその評価、次回の取り組み内容 

□環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

達成状況 次年度

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

△ 継続

○ 継続

○ 継続

水使用量の削減

〇 継続

〇 導入中

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

◎ 継続

○ 継続

〇 継続

産業廃棄物の削減（産業廃棄物排出量の削減） □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

・袋詰め機械の圧着設備の整備
パレットの損傷には気をつけているが、5俵椪で小袋を積むよ
うになってからは、パレットが破損しやすい傾向がある。この
点については、小袋用とフレコン運搬用で、パレットをきちんと
選別して使う等気をつけている。今後も継続して行きたい。ま
た、忙しい時にはフォークリフト操作そのものが雑になりやす
いので、そもそも時間におされないですむように生産進捗を
しっかり管理していきたい。・収集運搬時の収集用缶に専用カバーを装着

・パレットの損傷に気をつけたフォークリフト操作

事務所が一番エコ意識が高いかもしれない。一般廃棄物
の排出量はかなりおさえられている。もちろん、部門ごと
に資源使用量の削減の難易度は違うので、他部門の従
業員が努力をしていないということはないのであるが、事
務所目線で事業所全体をみていくようにするのもいいかも
しれない。

・両面コピーや縮小コピーの活用

・掃除用具等詰め替え用品の使用

・使用済み封筒のリユースの推進

・可燃・不燃・リサイクルできるものの分別の徹底

・ペーパーレスの推進

産業廃棄物の削減（一般廃棄物排出量の削減） □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

・車両の定期的な点検とグリスアップの実施

【営業】

・効率的な営業ルートを設定

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

・下ろし場で産業廃棄物を9割以上落とす おろし場で確実に汚泥を落としきるため、出発前にダンプ
の荷箱に乾材を入れておく等の対策をすすめていきた
い。・効率的な洗車の実施

灯油使用量の削減 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

夏場でも灯油使用量が一定以上あることから、暖房よりも
洗車機のヒーター使用が影響していると思われる。洗車
機のヒーターを不必要な場合でも使用している可能性が
あるため、来期以降はこの点に注目していきたい。

・洗車機のヒーターをOFF設定で基本は使用

・休憩室の統合化を図る

・不必要時のストーブの停止

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減（軽油・ガソリン） □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

【全サイト】 ・ガソリン
営業車のガソリン消費量自体は低く抑えられているが、そ
もそも年間走行距離も少なく、もっと営業車を有効に使用
し新規顧客の獲得等につなげていきたいところではある。
燃費の評価については、走行距離の確認時と燃料給油
時が一致していないので、各月の燃費が計算上不自然な
数値になっているように思うが、年間で考えた場合悪くな
い燃費になっていると思う。
　
・軽油
軽油については、重機とトラックに分けて考えた場合課題
も残るものの全体で見れば、悪くない結果だと考えてい
る。来期以降も継続して課題に取り組んでいきたい。重
機、トラックともに日頃のメンテナンスに前期よりも積極的
に取り組んでいきたいと考えた結果、ドライバーやオペ
レーターにグリスアップ等の実施を頼むことにした。従業
員各自の意識の向上にもつながり、数字に表れにくい部
分でも良い効果が出てきたと考えている。

・アイドリングストップの実施

・急のつく運転の禁止

・エコドライブの徹底

・各車両の走行距離、燃費の把握

【製品部】

・重機等のメンテナンス

【収集運搬部】

・車両の使用前点検

・制限速度を守る

◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

取り組み計画 コ　メ　ン　ト

電力による二酸化炭素排出量の削減 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

・未使用時の照明消灯
電力使用量の削減については、基準値をクリアする事は
できたが、目標には到達しなかった。工場のエアレーショ
ンの稼働はどうしても一定量の電力を必要とする。ここを
削減すると、堆肥の品質が下がるので、節電は他の部分
で行うしかない。取り組み課題については、従業員各自が
意識的に取り組んでいたと考えている。エアレーションに
ついては、過去にインバーターの導入を検討したことが
あったが、費用対効果の面で現実的ではなかったため、
導入は見送られた。

・エアコンの温度設定の見直し（暖房:27℃、冷房:25℃）

・未使用時のOA機器の電源オフ

・退社時に消灯確認

・エアレーションの管理
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〇 継続

△ 継続

○ 継続

△ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続・地域の情報を把握し、行事へ参加する(1回/年)

地域住民の方が実施している清掃行事に、従業員2名が
参加した。どうしても本来業務の方が優先になるので、地
域行事への参加はなかなか難しいことが多いが、現場の
効率化をはかり少人数でも業務が回るようになれば参加
回数も増やしていけると考えている。

地域社会貢献活動

製造する堆肥の品質管理による環境配慮 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

・目標発酵温度の設定と管理(一次発酵場：60～70℃、二
次発酵場：50～60℃、三次発酵場：40℃～)

発酵状態や温度の管理、水分管理などに関しては各発酵場
の作業者の知識やスキルの向上が不可欠である。また、作
業者が何らかの理由で出社できない日があっても他部門の
作業者でカバーできるように、ローテーション制度を導入し、こ
れまで担当したことのない部門のスキルも習得を目指してい
る。工場全体の冗長性を向上させ、業務の停滞が発生しない
仕組み作りを目指す。

・水分管理（色調や天候に合わせた水分含有率の管理）

・エアレーション管理(ブロアの掃除、パイプの掃除)

・攪拌作業の平準化

肥料拡販によって堆積防止に伴う環境配慮 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状を維持

・新規の国内顧客の獲得
ベトナム顧客の要求は相変わらず高く、重量や製品の粒
の大きさなど取り組み課題が多い。3次発酵場の篩い機
の改良により、粒の大きさの選別状態は前期よりも向上し
ている。注文に対する対応能力に関しても前期より向上し
ている。袋詰めと3次発酵の作業者のスキルも向上してい
ると考えている。今後は1次発酵、2次発酵も巻き込んだ
形での業務改善に取り組めればいいと思っている。試験
栽培に関してはも引き続き継続して行く。

・試験栽培を継続実施

・ベトナム取引先ごとのニーズの把握・柔軟な対応
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III. 次年度以降の環境経営目標 

 

 

 

（１）中長期目標

28期～30期平
均値

目標 目標 目標

kg-CO2 888,732 879,845 870,958 862,070

対基準（％） 100 (△１％） (△2％） (△3％）

kWh 683,000 679,585 676,170 672,755

kg-CO2 434,388 370,374 368,513 366,652

対基準（％） 100 (△0.5％） (△1％） (△1.5％）

Ｌ 2,638 2,611 2,598 2,585

kg-CO2 6,120 6,058 6,028 5,997

対基準（％） 100 (△１％） (△1.5％） (△2％）

Ｌ 171,247 169,534 168,678 167,822

kg-CO2 441,816 437,398 435,189 432,980

対基準（％） 100 (△１％） (△1.5％） (△2％）

Ｌ 74,231 73,489 73,118 72,746

kg-CO2 191,516 189,601 188,643 187,686

対基準（％） 100 (△１％） (△1.5％） (△2％）

Ｌ 97,947 96,968 96,478 95,988

kg-CO2 252,704 250,176 248,913 247,649

対基準（％） 100 (△１％） (△1.5％） (△2％）

L 2,602 2,576 2,563 2,550

kg-CO2 6,408 6,414 6,381 6,349

対基準　　(％) 100 (△1％) (△1.5％） (△2％）

㎥ 1,569 1,561 1,553 1,545

対基準（％） 100 (△0.5％） (△1％） (△1.5％）

kg 381 379 377 375

対基準（％） 100 (△0.5％） (△1％） (△1.5％）

kg 3,863 3,825 3,805 3,786

対基準（%） 100 (△1％) (△1.5％） (△2%)

--- 地域行事へ参加する 地域行事へ参加する 地域行事へ参加する

回数 --- 1回/年 1回/年 1回/年

--- --- 新規顧客の獲得 国内法人顧客の獲得 国内法人顧客の獲得

回数 --- 3件/年 3件/年 3件/年

堆肥の品質管理の推進

②有機質肥料の拡販

※電力排出係数は、中国電力の2022年度調整後排出係数0.545kg-CO2/kWhとする。

※28期～30期の電力排出係数は、中国電力の2018年度調整後排出係数0.636kg-CO2/kWhを使用した。

軽油使用量の削減
（重機）

軽油使用量の削減
（トラック）

Ⅳ.コミュニケーション
に努める

Ⅴ.環境配慮
①産業廃棄物の中間処理
での堆肥化と、その品質管
理により環境配慮に努める

--- --- 堆肥の品質管理の推進 堆肥の品質管理の推進

④灯油使用量の削減

Ⅱ.水使用量の削減

Ⅲ.廃棄物排出量の削
減

①一般廃棄物の削減

②産業廃棄物の削減

Ⅰ. 二酸化炭素

　　排出量合計

①　電力使用量の削
減

②ガソリン使用量の削
減

③軽油使用量の削減

作成日2023.7.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値
2023年
（31期）

2024年
（32期）

2025年
（33期）
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IV. 環境関連法規の遵守状況の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守評価

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

道路運送車両法 車検の更新等

水質汚濁防止法

定期点検の実施

工場排水の環境負荷を低減

大気汚染防止法 自動車排ガス等の排出抑制

資源有効利用促進法 廃棄物の発生抑制

フロン排出抑制法

肥料取締法 許可証の許可・更新の管理

消防法 設備点検・消火訓練の実施

労働安全衛生法 全ての労働者の健康と安全の確保

適用される法規制 遵守すべき要求事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 産業廃棄物処理業の許可・更新の管理

悪臭防止法 規制基準の遵守
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代表者による全体の評価と見直し・指示 
私たち広島堆肥プラント株式会社は、原材料の収集運搬、堆肥の製造業及び販売業を営んで

おり、環境に配慮した持続可能な経営を大切にしています。私たちは以下のような取組を行

っています。 

 

・廃棄物のリサイクル 

食品製造業等の製造プロセスから生じる廃棄物や、下水処理施設の下水汚泥等の再利用を

推進しています。リサイクル（堆肥化）による資源保護を実現することで、環境への負荷を

軽減しています。 

 

・地域イベントの参加 

地域の行事・イベントに参加し、地域コミュニティとの交流を深めながら、環境保護の重要

性を追求します。 

 

・経営面での調達と今後の展望 

安定した原材料調達を目指します。有機肥料の原材料となる脱水汚泥等の確保において、持

続性を維持することが重要です。原材料調達量の安定化と製品の品質管理に努め、社会的な

要請に応えていきます。 

 

・市場の拡大と競争力強化 

有機肥料の需要が増加する中、競争力を維持・強化するために、製品の品質向上や新たな市

場への進出に取り組んでいます。持続可能性と競争力の両面を追及することが、今後の展望

において重要であると考えています。 

 

私たちは、持続可能な経営と環境保護のバランスを保ちながら、より多くの方々に安心・安

全な有機肥料を提供することを目指しています。引き続き、環境への貢献や社会的ニーズに

応えるための取組を邁進していくよう、社内各部署に対して指示をいたしました。 
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1. 環境管理責任者から代表者への報告 

 

 

 

目標項目
目標値

達成状況
活動計画
実施状況

電力使用量の削減 × 〇

軽油使用量の削減 〇 〇

ガソリン使用量の削減 〇 〇

水使用量の削減 × △

灯油使用量の削減 〇 △

一般廃棄物の削減 〇 〇

産業廃棄物の削減 〇 △

堆肥の品質管理の推進 〇 〇

肥料の拡販 〇 〇

地域行事への参加 〇 〇

堆肥の品質管理はおおむね良好と言える。現在1次発酵を担当でき
る従業員を増やすべく、各人のスキルアップを目指している。エア
レーションパイプの管理も問題なくできており、破損があった場合は
即交換している。3次発酵場の屋根の修理など、雨天による堆肥へ
の水分の混入への対策も実施した。来期はより一層の高品質化を目
指す。

ベトナム顧客、国内顧客ともに対応できている。袋詰部門
の生産体制は向上しており、3次発酵部門もそれに対応で
きている。営業活動に関してはもう少し活発化できればい
いと考えている。また、配達に対応できるドライバーも前期
よりは増えている。来期も継続して取組んでいく。

地域住民の方々は、草刈り行事や道路に面している土地
のゴミ拾いなどを年数回実施している。それらのうちの1回
に参加させていただいた。

【今後の取組について環境管理責任者からの提案】
エコアクション活動を実施するにあたり、エネルギー効率を向上させるには各部門の効率化をより一
層推進させる必要がある。効率化の実現には、従業員各人のスキルアップや、専門職の単能工に他
部門も経験させて多能工化していくことが有効であると考える。多能工化により、部門をまたいだバッ
クアップ体制を構築することが可能となる。その結果、機械・設備のメンテナンス等の時間も作りやすく
なる。機械・設備が好調であれば、無駄なエネルギーを消費しなくなるということが期待できる。

目標・環境活動計画の達成
状況

コメント

堆肥のエアレーションに電力を大きく消費するので、目標値
をクリアするのはなかなか難しいが、活動への取組自体は
できていると考えている。来期以降も継続して電力削減に
取組んでいき、目標値のクリアを目指す。

重機とトラックを分けて考えた場合には課題も残るが、トータルで考え
た場合には、軽油使用量については悪くない結果だと考えている。
従業員による車両のメンテナンス等の実施等、数字に表れにくい面
でも良い効果があったと考える。

ガソリン車（営業車）に関しては、年間走行距離が少ないためガソリ
ン使用量も少なく、数値目標のクリアだけで評価するべきではない
が、年間走行距離とガソリンの年間使用量を考えたとき、悪くない燃
費となっているのでエコドライブはできていると考える。

冬場は凍結防止のために水を出しっぱなしにするので、どうしても水
の使用量は増加する。年間通しての削減に関しては洗車方法の見
直しが有効な手段になりうるだろう。ダンプの荷台にあらかじめ乾材
をしいておくなどして、汚泥がおろし場できれいに落ちるよう工夫すれ
ばよいだろう。

目標値はクリアされている。一般廃棄物の多くは事務所か
ら出るゴミで、事務所メンバーの意識は高い。

目標値自体はクリアしているのだが、産廃処理業者（サニックス）へ
の持込量が目標値よりかなり少ないので、場内の不要物の選別と廃
棄が進んでいないのではないかという疑問も残る。日頃の業務に忙
殺されてゴミ処理まで手が回っていなかった可能性も残る。来期は
単に目標値を意識するだけにとどまらず、場内の整理整頓や断捨離
にも気を配りながら取組んでいきたい。

夏場でもそれなりの量の灯油を使用しているところを見る
と、暖房で使用する灯油量よりスチーム洗車機で使用する
灯油量が多いのだと思われる。水使用量の削減も含めて、
洗車について考えていく必要がある。
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2. 代表者による見直し 

 

  

法的要求事項等の遵守評価
結果

是正処置及び予防処置の状
況

前回までの代表者からの指
示事項への対応状況

法令遵守は現状では問題なくできている。この状態を今後も維持していけるよう取り組む。

ベトナム顧客の要求に応えるべく前期より導入したプリンター付き計量器だが、プリンターが故障する
ことがあった。工場内の環境が機械にとってあまりよくないことと、使用頻度が高いことが原因だと思
われる。対応策を検討したい。

目標値の再設定も視野に入れていたが、今期分までの目標値はエコアクション活動立上げ時の担当
者が設定済だったため、当初の計画通り今期まではその目標値を追いかけた。来期以降の目標値は
まだ設定されていないため、過去の実績データを元に新規目標値を策定する。

 項目 評価の内容 

全体 

評価 

環境への取り組みは適切

に実施されているか。 

取り組みの実施状況は概ね適切な状態にある。今後

は、実際にエコアクション活動の書類作成やデータ収

集に携わっている従業員から、一般従業員への情報共

有をもう少しすすめていく。これにより全体の意識を

底上げし、より良い結果を出すことを目指す。 

環境経営システムが有効

に機能しているか。 

システムについては問題なく有効に機能している。 

見直し 

指示 

対象 見直しの有無 見直し内容 

環境経営方針 無 特記なし 

環境経営目標 

環境経営計画 

有 

 

具体的な目標値について、今期

（30 期）までしか設定されてい

ないため、来期以降数年分の目

標値設定を新たに実施する必要

がある。直近過去３期分の実績

を元に新たな目標の設定を環境

管理責任者に対して指示した。 

実施体制 無 現状で問題なし 

その他環境経営システム

の要素等 

無 特記なし 
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環境経営活動の紹介 

（30 期 2022 年度の取組について） 

まず試験栽培ですが、基本的に前期を踏襲した形で行われました。作付面積の拡張等もした

かったのですが、試験栽培は本来業務の合間で行われることもあって、今期は規模の拡大は

見送られました。いずれにしましても、試験栽培の成否は当社製品の品質管理状態の判断材

料になるので、これを続けることが環境への配慮にもつながってくると考えております。 

 

太陽光発電については、前期 29 期にて発電パネル回りの除草が課題と判明しており、今期

はこの問題に積極的に取り組みました。ですが夏場の雑草の生命力は強く、本来業務の合間

では除草もなかなかままならないのが正直なところです。除草剤の散布も考えましたが、除

草剤が環境に与える影響も考え、散布に関しましては思いとどまりました。 

 

梱包後の製品保管については、保管スペースの拡充が継続課題となっております。この件に

つきましては、29 期に敷地内に製品置き場を新設しております。今期 30 期におきまして

は、この製品置き場を 2 スパン増設し、製品の保管スペースの問題をよりいっそう改善し

ました。輸出向け製品の保管スペースついてはある程度の改善ができましたので、来期以降

は国内向け製品の保管スペースの拡充について取り組みます。より良い製品保管環境は不

良品の発生を抑えることにもつながり、結果的に廃棄物の発生率も下げられると考えてお

ります。 

 

機械や設備に関しては、今期は重機の故障がやや目立ちました。この件については、日頃の

メンテナンスの頻度をもう少し上げていければ避けられるトラブルもあると思っています。

ですが今までどおりのやり方ではどうしても日々の業務の多さに忙殺され、重機オペレー

ターがメンテナンスの時間を取りにくいというのが現状です。そのため、来期 31 期はメン

テナンス業務のルーチン化・仕組み化に取り組んでいきます。一方で 3 次発酵場の屋根の

修理等、製品のクオリティに直結する部分の対策をすすめることができたのは今期の評価

できる点だと自負しております。当社も歴史が長くなってきたため老朽化の進んでいる部

分も多いのが現状です。今後も修理等の環境改善対策をすすめてまいります。 

 

周辺地域の方々との交流という面では、地域の草刈りに参加するとともに、試験栽培によっ

て収穫した作物の販売等を行いました。地域の方々の中には当社の製品を購入してくださ

っている方も多いです。産業廃棄物の処分業というのは地域の方々に理解していただかな

いと成り立たないビジネスなので、今後も周辺への悪影響がないように配慮しつつより良

い製品作りに邁進していく所存です。 
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3 次発酵場の 2 号篩い機は老朽化に伴い、生産効率が悪化していました。生産効率の悪化は

エネルギー効率の悪化でもあります。ロシアウクライナ問題等の国際情勢の影響もあり電

気代も高騰している状況において、エネルギー効率の悪い装置を使い続けることは問題が

あると判断いたしました。 

 

 

 

 

 

30期の活動の一部をご紹介いたします。 

3次発酵場の 2号篩い機が老朽化していたため、新造し交換しました。 
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2 号ホッパーの背後にある壁（波板）が老朽化していたため、交換いたしました。一部に透

明な波板を使用することと、壁上部をあえて吹き抜けにすることで採光効果がある状態に

なっております。この改善により、作業性の向上と製品クオリティの維持に効果があらわれ

ています。 

 

 

 

 

 

 

3次発酵場の 2号ホッパー背後の壁を交換しました。 
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コンプレッサー室を新設しました。従来は工場内に直接コンプレッサーを設置する方式を

採っていましたが、場内環境は機械類にとってあまりいい環境ではなく、機械類の寿命が短

くなる傾向がありました。このため、コンプレッサー室を新設することで、場内環境からコ

ンプレッサーを保護するようにいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンプレッサー室を新設し、コンプレッサーを工場内環境から隔離しました。 
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これまでに使用していたコンプレッサーが寿命をむかえたため、従来品より容量の大きい

コンプレッサーを新規導入しました。コンプレッサーの左側にある円筒形の黒い装置はサ

ブタンクです。サブタンクを同時に導入することで、トータルでの容量アップを実現してい

ます。これらの新規導入装置を 22 ページの写真にあるコンプレッサー室の中に設置してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

従来品より容量の大きいコンプレッサーを新規導入しました。 
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3 次発酵場の屋根の一部が経年劣化により好ましくない状態にありましたので、雨漏れ対策

として修理を実施しました。雨水による堆肥の場外流出ハザード対策として実施した本件

ですが、堆肥の良好な発酵状態の維持にも役立っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3次発酵場の屋根を修理して雨漏れ対策を実施しました。 
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前期 29 期に設置した製品置き場の両サイドを拡張し、従来の 3 スパンから 5 スパンに変更

しました。これにより、海外のお客様からの大口注文への対応が可能となりました。製造し

た製品が袋詰め工場内のスペースを圧迫し次の製品の生産に移れないという問題が改善さ

れ、生産性の向上が実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品置き場の両サイドを拡張し、大口注文への対応を可能にしました。 


